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地上デジタル放送に関する悪質商法の現状と対策

２ 注意喚起等の対策

●リーフレット、ホームページ、説明会等による地上デジタル放送の周知広報活動の中で悪質商法に対する注意
喚起を実施。

●地デジコールセンター（総務省地上デジタル放送受信相談センター）における相談対応の中で、悪質商法に係
る問い合わせに対応。

●民生委員（地域の民生委員児童委員協議会）に対し、詐欺被害防止のための住民への周知を依頼。

●関係府省庁間での情報共有体制の強化
・「デジタル放送への移行完了のための関係省庁連絡会議」の下に、「悪質商法等ＷＧ」を設置
・メーリングリストや、全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）の「消費生活相談情報データベース」の活用

３ 事案が発生した際の対応

被害の拡大防止と模倣犯の発生防止の観点から、事案が発生した地域を所管する総合通信局を中心に対応。

●ホームページでの注意喚起
●被害が発生した事案については報道発表
●警察、消費生活センター等への情報提供
●振り込め詐欺の場合、指定された金融機関への連絡
●地方公共団体に対し、注意喚起の協力要請
●放送事業者に番組で取り上げるよう協力依頼

●総務本省から関係府省庁等への情報提供
●事案が全国規模に発展する可能性のある場合には、総務本省からも注意喚起、報道発表等

悪質商法の事案は総務省で把握しているもので２８件（H16.2～）発生。うち５件については被害届が出されている。
また、２８件中、高齢者に係るものは１３件発生している。

（典型的な手口の類型）
－アンテナ工事業者等を装い家庭を訪問、前金を受け取り工事を実施しないもの
－公的機関等を装い、ビラやハガキなどにより地デジ対応の申込代金等を指定口座に振り込ませようとするもの
－電話で国や放送事業者等を騙り、工事の勧誘や工事代金の振込の要求等を行うもの

１ 悪質商法の現状
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地デジに関する悪質商法等に係る周知広報の例

総務省パンフレット 総務本省ホームページ

（参考）
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民生委員への依頼

○ テレビの地上デジタル放送対応やアンテナ交換などを口実にした詐欺や

悪質商法が発生している旨、住民の方々に注意喚起をしていただくこと。

○ 地上デジタル放送への対応で、分からない場合や困ったことがある場合

には、総務省コールセンターに電話をすれば相談できることを伝えていただ

くこと。

１１月１０日、総務省から各市区町村の民生委員児童委員協議会に対し、文書
で依頼したところ。

悪質商法に係る被害防止のため、住民の方々の身近な存在として日頃から地域

で活動している民生委員・児童委員の方々に、日常の活動の中で、注意喚起等

の協力を依頼。

具体的な依頼内容

趣 旨
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